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国立大学法人鳴門教育大学の中期目標・中期計画（素案）一覧表

鳴 門 教 育 大 学

中 期 目 標 中 期 計 画

（前文）大学の基本的な目標
鳴門教育大学は，「教育は国の基である」という理念のもとに，

教員養成大学として時代の要請に応えるべく，高度な教職の専門
性と教育実践力，かつ豊かな人間愛を備えた高度専門職業人とし
ての教員の養成を最大の目標とする。
併せて，学校教育に関する先端的実践研究を推進し，我が国の

教員養成における先導的な役割を果たすため， 以下の目標を掲
げ，重点的に取り組む。

〔教育〕
○ カリキュラム・ポリシーに基づいて「教員養成コア・カリキ

ュラム」をはじめとする教育内容を検証し，更に充実させ，今
日的課題に対応しうる「教育実践力」を備えた教員を養成する。

○ 厳正な成績評価の実施及び教育方法の改善を通して，学位及
び教育の質を保証する。

〔研究〕
○ 学校教育に関する先端的実践研究を推進するとともに，新規

分野である「予防教育科学」の拠点を形成し，その成果を広く
学校現場や社会へ還元する。

〔社会貢献・国際貢献〕
○ 小学校英語教育センターにおいて蓄積している事業実績や教

育研究の成果を小学校における「外国語活動」に活かし，今後
も引き続き積極的かつ計画的に教育支援を行う。

○ JICA等と連携した大学教員の海外派遣，諸外国からの研究者
・教員・留学生の受入れを積極的に促進し，開発途上国への教
育支援をなお一層充実させる。
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◆ 中期目標の期間及び教育研究組織
１ 中期目標の期間

平成22年４月１日から平成28年３月31日

２ 教育研究組織
① この中期目標を達成するため，別表１に記載する学校教

育学部，学校教育研究科を置く。
② 兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科（博士課程）

の構成大学である。

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置
１ 教育に関する目標 １ 教育に関する目標を達成するための措置
（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標 （１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成するための措置

1) 教育内容を充実させ，学校教育の今日的課題に対応しうる 1)-① 学校教育の今日的課題に応えるため，カリキュラム・ポリシーに基づき，
教育実践力を備えた人材を養成する。 新たな授業科目を開設するなど，教員養成コア・カリキュラムを更に充実さ

せる。
1)-② 附属学校及び協力校との連携をより強化し，学校現場における教育実践の

ための教育システムを更に充実させる。
1)-③ 専門職学位課程の教育内容等について検証し，より一層充実させる。

2) 高度専門職業人としての能力の修得状況を厳正に評価する 2)-① 単位認定並びに進級，卒業及び修了に関する成績評価制度を再構築し，厳
体制を再構築し，単位及び学位プログラムの質を保証する。 正な評価を実施する。

2)-② 学士課程において，新たに開設する授業科目「教職実践演習」による，総
合的な教師力の評価を通し，卒業時における質を保証する。

2)-③ 教員養成に係る教育の成果として，学士課程において教員就職率（進学者
を除く。）を70％以上にする。また，修士課程では，教職をはじめ教育関連
分野への就職率をより一層高める。

3) 教職への熱意と使命感，意欲のある者を積極的に受入れる 3)-① アドミッション・ポリシーを検証し，本学の求める学生の入学を促進する
など，入学者選抜方法及び入試広報の改善に取り組む。 ため，入学者選抜方法を改善する。

3)-② オープンキャンパス，進学相談会，大学説明会の改善やウェブページの充
実を通して各種情報を積極的に提供し，入試広報を更に充実させる。

（２）教育の実施体制等に関する目標 （２）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置
1) 質の高い教育を行うため，教育内容にふさわしい教育実施 1)-① 学校現場のニーズに応えるため，多様な教育機会を提供する。
体制及び教育支援体制を充実させる。 1)-② 教職に関する高度な専門性と実践力を育むため，学習支援，情報支援体制

を充実させる。
1)-③ 学士課程において実践的教育指導を充実させるため，附属学校や地域の学
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校教員等との連携及び協働による指導体制を拡充する。

2) 教育の質の向上を図るため，教育方法，評価方法等につい 2)-① 学長直轄の組織として改組したFD・SD委員会において，学長のリーダーシ
て検証及び改善を行い，より一層充実させる。 ップのもと全学体制で効果的なFD事業を推進する。

2)-② 学内外の有識者の意見を効果的に反映させ，教育評価制度及び教育評価体
制を改善する。

2)-③ 教育の成果を検証し，教育改善に活用するため，卒業生，修了生，現職教
員及び教育行政関係者等に対する調査等を計画的に実施する。

（３）学生への支援に関する目標 （３）学生への支援に関する目標を達成するための措置
1) 学生が健全で安心して修学できる環境を整備するため，学 1)-① 学生の健康状態を健全に保つため，メンタルヘルス・保健事業についてPD
習支援及び生活支援を積極的に行う。 CAサイクルを通して改善し，更に充実させる。

1)-② 経済的支援をはじめとする各種学生支援事業を積極的に実施するととも
に，厚生補導施設を充実させる。

1)-③ 学生の意見を取り入れ，学習支援策を充実させるとともに，自主研鑽を促
すプログラムを積極的に提供する。

2) 高度専門職業人としてのキャリア形成について支援すると 2)-① 学生のキャリア形成支援の一環として，教職ガイダンス，就職ガイダンス
ともに，卒業・修了後の適切なフォロー体制を確立する。 等を実施するなど，就職支援事業を更に充実させる。

2)-② 交流を通じた各種情報交換のための卒業生，修了生，在学生，教職員間の
相互ネットワークを構築し，卒業及び修了後におけるフォロー体制を確立す
る。

２ 研究に関する目標 ２ 研究に関する目標を達成するための措置
（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標 （１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置

1) 学校教育に関する先端的実践研究を推進し，研究成果を公 1)-① 学校教育に関する先端的実践研究として，予防教育科学，教科内容学及び
表するとともに，学校現場や社会へ還元する。 各種GP等に関連するプロジェクト研究を重点的に行う。

1)-② 学校現場等との連携により，教育実践に関する共同研究を推進し，研究成
果を還元する。

1)-③ 保有する研究成果等のデータベース化を推進し，ウェブページで公開する
ことにより，学校現場や社会に還元する。

（２）研究実施体制等に関する目標 （２）研究実施体制等に関する目標を達成するための措置
1) 先端的実践研究を推進するため，研究環境を整備するとと 1)-① 予防教育科学をはじめとする社会のニーズに応じた学校教育に関する研究
もに，研究支援体制及び研究評価体制を更に充実させる。 を機動的かつ重点的に行うため，研究支援体制を見直し，改善する。

1)-② 研究の質の向上のため，研究に関する評価制度及び評価体制について検証
し，更に充実させる。

1)-③ 附属図書館をはじめとする学内共同教育研究施設における研究環境を充実
させる。
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３ その他の目標 ３ その他の目標を達成するための措置
（１）社会との連携や社会貢献に関する目標 （１）社会との連携や社会貢献に関する目標を達成するための措置

1) 教育関係機関等と連携した学校現場等への教育支援事業は 1)-① 小学校英語教育センターの事業実績や教育研究の成果を活かし，小学校に
もとより，社会のニーズに沿った教育・研究・文化事業を積 おける外国語活動支援を引き続き計画的に行う。
極的に実施する。 1)-② 徳島県教育委員会，市町村教育委員会等との教育・文化に関する研究連携

事業を実施し，その成果を広く社会に還元する。
1)-③ 徳島県教育委員会等と連携・協力し，現職教員の資質及び能力向上のため

の各種研修及び講習事業を実施する。

2) 大学の教育研究資源を広く社会に還元し，学校教育や社会 2)-① 大学公開事業を積極的に推進し，本学の人的資源を教育委員会，学校現場
教育に貢献するため，各種の教育事業を積極的に実施する。 及び一般社会に対し還元する。

2)-② 生徒等の修学心を促し，学力向上に貢献するため，教育委員会と連携し，
教育支援事業を充実させる。

2)-③ 地域社会への附属図書館サービスをより一層充実させる。

（２）国際化に関する目標 （２）国際化に関する目標を達成するための措置
1) 国際的な学術交流，学生交流及び開発途上国への教育支援 1)-① 教員教育国際協力センターの充実を図り，JICA等と提携協力し，開発途上
を推進し，国際社会に貢献する。 国での教育支援を積極的に推進する。

1)-② 国際学術交流協定校等とのセミナー，シンポジウム，共同研究等を積極的
に実施する。

1)-③ 留学生の受入体制を充実し，修学環境を整備するとともに，教職員の国際
化に対応するための研修を積極的に実施する。

（３）附属学校に関する目標 （３）附属学校に関する目標を達成するための措置
1) 附属学校と大学との間で，教育研究のための相互支援体制 1)-① 附属学校教員と大学教員とによる共同教育研究体制を検証し，共同研究を
及び実地教育実施体制を強化し，更に充実させる。 積極的に実施する。

1)-② 附属学校教員による大学での授業担当，大学教員による附属学校における
授業担当等の相互支援システムを強化し，更に充実させる。

1)-③ 附属学校における実地教育実施体制の検証を行い，大学における授業内容
に連動させた，より実践的な実地教育を推進する。

2) 附属学校間の連携及び協力体制の充実を図り，大学と協働 2)-① 附属学校間の連携を図るための組織を編成し，教員の相互交流を行い，幼
して教育関係機関や社会のニーズを踏まえた教育実践を行 稚園，小学校，中学校及び特別支援学校間における連携教育を実施する。
う。 2)-② 附属学校間の教育研究連携体制を確立し，大学との協力のもと，地域の学

校現場と連携し先導的研究を推進する。

3) 附属学校において，適切かつ健全な管理運営を推進する。 3)-① 学校評議員制度及び学校関係者評価制度を更に充実させ，社会に開かれた
附属学校運営を行う。
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3)-② 附属学校における管理運営体制を検証し，充実を図る。
3)-③ 幼児，児童及び生徒の安全を確保するため，安全管理計画を更に充実させ

るとともに，施設及び設備面においても計画的に安全対策を講じる。

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置
１ 組織運営の改善に関する目標 １ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置

1) 学長直属の組織とする経営企画本部の機能を強化し，適正 1)-① コンプライアンス及びリスクマネジメントを中心とした内部統制を確立
な業務を確保する内部統制を確立するとともに，戦略的な大 し，PDCAサイクルの実施により，内部統制機能を充実させる。
学経営を推進する。 1)-② 経営戦略に基づき，効率的かつ柔軟な組織運営及び業務運営を行う。

1)-③ 大学の広報体制を見直すとともに，ITを中心とした効率的・効果的な広報
活動を実施する。

2) 入学定員を社会的ニーズ等に対応した適正規模に見直し， 2)-① 社会的ニーズ等大学を取り巻く内外の環境分析を行い，大学院（修士課程，
それに伴う大学運営組織を再構築することにより，教育研究 専門職学位課程），学部及び附属学校の入学定員等について検討し，適正な
等の質を確保する。 規模に見直す。

2)-② 教育研究組織，センター組織及び事務組織を総合的に見直し，教育研究及
び業務運営体制を再構築する。

3) 学内資源を最大限に活用し教育研究環境の充実を図るた 3)-① 機動的かつ柔軟な大学運営を行うため，人員配置方針を見直し，新たな配
め，効率的・効果的な資源配分を行う。 置計画を策定し，効率的かつ適正な人員配置を行う。

3)-② 効率的かつ効果的に予算を執行するため，学内予算配分方針を点検し，改
善を行う。

3)-③ 大学が保有する情報資産を，適切な管理運用方法により，学内で有効活用
するとともに，学外にも広く発信する。

２ 事務等の効率化・合理化に関する目標 ２ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置
1) 戦略に基づいた機動的かつ柔軟な事務組織を構築し，併せ 1)-① 戦略的・機動的な大学運営を図るため，内部統制システムを構築するとと
て新たな人事評価制度を導入することにより，効率的な事務 もに柔軟に事務組織を見直す。
処理を行う。 1)-② 事務系職員に新たな人事制度（採用，評価，研修等）を導入するとともに，

事務システムを改善し，事務処理環境を整備する。

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標 Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置
１ 外部研究資金，寄附金その他の自己収入の増加に関する目 １ 外部研究資金，寄附金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための
標 措置
1) 競争的資金，寄附金等の外部資金の確保及びその他の自己 1)-① 外部資金確保に向けた全学的取り組みを強化するとともに，研究費の業績
収入を増加させる。 主義的傾斜配分をはじめとするインセンティブを拡充する。
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２ 経費の抑制に関する目標 ２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置
（１）人件費の削減 （１）人件費の削減

1) 「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に 1)-① 「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平
関する法律」（平成18年法律第47号）に基づき，平成18年度 成18年法律第47号）に基づき，国家公務員に準じた人件費改革に取り組み，
以降の５年間において国家公務員に準じた人件費削減を行 平成18年度からの５年間において，△５％以上の人件費削減を行う。更に，
う。更に，「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」（平成18年７月７日閣議
（平成18年７月７日閣議決定）に基づき，国家公務員の改革 決定）に基づき，国家公務員の改革を踏まえ，人件費改革を平成23年度まで
を踏まえ，人件費改革を平成23年度まで継続する。 継続する。

1)-② 常勤職員以外の人件費についても，計画的に抑制する。

（２）人件費以外の経費の削減 （２）人件費以外の経費の削減
1) 常に業務内容及び業務実態について検証を行い，業務費全 1)-① 全体経費を抑制するため，多様な契約方法を導入するとともに，「業務コ
体の抑制を推進するとともに，資源を有効活用する。 スト節減対策」を検証し，改善する。

３ 資産の運用管理の改善に関する目標 ３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置
1) 資産の有効活用を推進するとともに，積極的に運用する。 1)-① 学内及び地域のニーズ等を踏まえ，屋外体育施設等を更に有効活用する。

1)-② 職員宿舎及び非常勤講師宿泊施設等の有効な活用方針を策定し，運用する。

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するためにと
るべき措置

１ 評価の充実に関する目標 １ 評価の充実に関する目標を達成するための措置
1) 自己点検・評価制度，評価結果及びその活用方法等につい 1)-① 自己点検・評価制度及び評価結果の活用方法等の適正化について，学外の
て検証し，更なる適正化及び効率化を図る。 有識者による検証を受け，評価制度等を改善する。

1)-② 自己点検・評価業務の効率化を図るため，評価システムを改善する。

２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標 ２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標を達成するための措置
1) 大学情報を適切かつ迅速に発信し，透明性を高め，社会へ 1)-① 多様な大学情報の積極的な発信を通して，幅広い広報活動を行う。
の説明責任を果たす。 1)-② 機関リポジトリを構築し，学術研究情報を発信する。

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標 Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置
１ 施設設備の整備・活用等に関する目標 １ 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置

1) 効果的な施設メンテナンス及び設備更新等を計画的に行う 1)-① 既存の施設改修計画及び設備マスタープランを見直し，新たな計画に基づ
とともに，施設・設備の有効活用を推進する。 き整備する。

1)-② 大学の教育研究体制に応じた柔軟な施設・スペースの再配分を行う。
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２ 環境マネジメントに関する目標 ２ 環境マネジメントに関する目標を達成するための措置
1) 環境マネジメント体制を構築し，環境対策を推進する。 1)-① 環境基本計画を策定するとともに，環境マネジメントシステムを構築し，

継続的に環境保全に取り組む。
1)-② 環境保全に関する啓発活動を推進するとともに，地域との連携を図りつつ，

学生と教職員が一体となって環境保全を行うための協働システムを構築す
る。

1)-③ 多様な環境活動を支援するため，大学及び周辺地域の自然環境に配慮した
施設・設備等を計画的に整備する。

３ リスクマネジメントに関する目標 ３ リスクマネジメントに関する目標を達成するための措置
1) 継続的かつ健全な大学運営を可能とするため，あらゆるリ 1)-① リスクマネジメントシステムを構築するとともに，行動計画に基づいたマ
スクに対応したリスクマネジメントシステムを構築し，大学 ニュアルを策定し運用する。
としての社会的責任（USR）を果たす。 1)-② 南海・東南海地震をはじめとする大規模な自然災害等に対し，各種計画（避

難，誘導，救助，備蓄等）に基づく訓練等を地域と一体で実施するとともに，
日常の安全（衛生）対策，予防対策についても計画的に取り組む。

1)-③ 学生（幼児・児童・生徒等含む。）を取り巻くリスク（事故，情報倫理，
薬物等）に対応した教育・指導を強化する。

1)-④ 講習会をはじめとする啓発活動の強化及び相談体制の充実により，多様な
ハラスメントの防止に取り組む。

４ 法令遵守に関する目標 ４ 法令遵守に関する目標を達成するための措置
1) 法令，規則及び社会的規範に則った大学経営を行う。 1)-① 法人監査機能及び内部統制機能を強化し，法令遵守を徹底した大学運営を

推進する。
1)-② 学外の有識者を活用した内部統制体制を構築し，統制機能を充実させる。

５ 男女共同参画社会の対応に関する目標 ５ 男女共同参画社会の対応に関する目標を達成するための措置
1) 男女共同参画社会の実現に向けた総合的な取組を推進す 1)-① 男女共同参画社会の構築に向けた大学の指針に基づき，大学教職員等のニ
る。 ーズを踏まえた施設及び制度等の整備を推進する。

（その他の記載事項） （別紙に整理）
○予算(人件費の見積りを含む)，収支計画及び資金計画 ○出資計画 ○短期借入
金の限度額 ○長期借入金又は債券発行の計画 ○重要財産の処分（譲渡・担保
提供）計画 ○剰余金の使途 ○施設・設備に関する計画
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（別表）

中 期 目 標 中 期 計 画

別表１（学部，研究科等） 別表（収容定員）

学 学校教育学部 平 学校教育学部 ４００人
部 成

22 学校教育研究科 ６００人
研 学校教育研究科 年 うち修士課程 ５００人

度 専門職学位課程 １００人
連合学校教育学研究科

究 兵庫教育大学連合大学 平 学校教育学部 ４００人
院の構成大学である。 成

23 学校教育研究科 ６００人
科 年 うち修士課程 ５００人

度 専門職学位課程 １００人

平 学校教育学部 ４００人
別表２（共同利用・共同研究拠点） 成

24 学校教育研究科 ６００人
該当なし 年 うち修士課程 ５００人

度 専門職学位課程 １００人

平 学校教育学部 ４００人
成
25 学校教育研究科 ６００人
年 うち修士課程 ５００人
度 専門職学位課程 １００人

平 学校教育学部 ４００人
成
26 学校教育研究科 ６００人
年 うち修士課程 ５００人
度 専門職学位課程 １００人

平 学校教育学部 ４００人
成
27 学校教育研究科 ６００人
年 うち修士課程 ５００人
度 専門職学位課程 １００人




